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（単位︓％）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
 全  国 2,626 3.5 4.8 6.4 7.8 7.6 7.4 6.5 6.5 7.2 6.4 

北海道 2,597 3.3 3.8 6.0 7.4 6.8 7.2 6.8 6.1 6.5 6.0 
青森県 2,795 2.2 3.6 4.6 6.8 5.8 5.6 5.4 5.7 5.8 5.0 
岩手県 2,714 4.2 4.9 6.0 7.4 6.7 7.0 6.7 5.9 7.1 6.2 
宮城県 2,941 3.2 4.6 6.5 7.5 7.3 7.3 6.6 6.2 6.7 6.2 
秋田県 2,739 3.0 4.5 6.5 6.9 7.5 5.8 5.0 5.0 5.1 5.5 
山形県 2,627 4.4 6.2 8.1 9.3 8.6 7.8 7.1 7.7 8.7 7.6 
福島県 2,781 3.0 4.1 5.9 7.2 7.0 7.0 5.7 5.9 5.6 5.7 
茨城県 2,613 2.7 5.8 5.6 8.5 9.1 8.5 6.0 6.7 7.4 6.7 
栃木県 2,624 2.8 4.7 7.6 8.4 7.7 6.9 6.2 4.6 5.3 6.0 
群馬県 2,656 2.3 2.9 4.8 6.9 7.2 7.1 4.9 5.5 5.6 5.2 
埼玉県 2,340 3.0 4.1 6.1 7.4 7.0 6.6 5.2 6.4 6.0 5.7 
千葉県 2,541 3.0 3.9 5.1 6.7 6.6 6.2 5.3 5.3 6.6 5.4 
東京都 2,529 3.5 4.9 6.2 7.6 7.0 6.8 6.0 5.8 6.3 6.0 
神奈川県 2,509 3.5 5.4 6.7 8.4 8.3 8.0 6.2 7.2 8.1 6.9 
新潟県 2,568 2.9 2.9 6.0 7.3 8.0 7.2 6.1 5.4 6.0 5.7 
富山県 2,697 2.4 4.2 5.1 7.0 7.5 7.3 6.3 7.0 7.1 6.0 
石川県 2,546 4.4 5.8 7.3 7.8 9.2 8.6 7.8 6.8 7.1 7.2 
福井県 2,672 4.4 5.6 6.9 9.3 8.8 8.8 7.1 5.9 7.0 7.1 
山梨県 2,673 3.2 4.1 5.8 8.2 6.7 7.5 5.9 6.8 6.1 6.0 
長野県 2,579 3.6 4.7 5.7 7.8 7.0 7.2 6.5 6.5 6.7 6.2 
岐阜県 2,448 5.1 6.3 8.4 9.6 8.6 8.8 7.0 7.4 7.5 7.6 
静岡県 2,821 3.7 5.6 6.9 7.9 7.9 7.1 6.0 6.5 8.1 6.6 
愛知県 2,684 3.4 5.0 6.9 8.0 7.9 7.8 7.0 7.2 7.6 6.8 
三重県 2,468 4.1 5.5 6.8 7.6 8.2 7.3 6.0 5.5 6.8 6.4 
滋賀県 2,682 2.5 4.6 4.9 7.0 6.4 6.2 5.0 5.3 5.0 5.2 
京都府 2,891 3.8 4.9 6.8 8.2 8.3 7.6 6.4 6.4 7.8 6.7 
大阪府 2,890 3.7 4.6 5.8 7.0 6.8 7.2 7.0 6.3 7.0 6.2 
兵庫県 2,834 3.9 5.1 6.9 7.9 7.8 6.5 6.3 7.0 6.8 6.5 
奈良県 2,510 4.9 6.6 7.8 9.5 9.3 7.9 6.0 5.9 6.6 7.2 
和歌山県 2,636 3.7 4.5 4.4 6.2 7.4 7.5 7.3 6.3 6.1 5.9 
鳥取県 2,600 3.2 4.7 4.8 6.4 7.4 6.8 6.7 6.0 7.5 6.0 
島根県 2,548 4.3 4.4 5.3 8.3 8.8 7.3 5.6 5.8 6.8 6.3 
岡山県 2,583 5.3 6.5 7.0 9.3 9.0 9.3 8.4 7.8 8.1 7.9 
広島県 2,595 3.5 5.6 6.9 8.3 8.1 8.1 7.9 6.9 6.9 6.9 
山口県 2,538 4.6 4.4 6.0 7.5 7.1 7.5 6.2 6.3 6.6 6.3 
徳島県 2,670 4.1 5.9 6.4 7.6 7.0 6.3 5.1 4.9 6.1 5.9 
香川県 2,534 4.0 4.6 5.8 7.0 6.9 6.4 5.4 4.2 5.3 5.5 
愛媛県 2,586 3.4 5.0 6.6 7.0 7.8 6.9 5.5 5.0 5.6 5.9 
高知県 2,659 4.2 6.0 5.8 8.9 7.6 7.4 7.3 7.3 8.7 7.0 
福岡県 2,586 4.3 6.3 7.3 8.5 8.7 8.3 7.0 7.5 7.8 7.3 
佐賀県 2,604 5.0 6.2 8.1 9.1 9.5 9.0 7.0 7.2 8.0 7.6 
長崎県 2,664 4.5 5.0 7.1 8.8 9.0 9.2 7.8 8.6 8.3 7.6 
熊本県 2,568 5.9 6.6 8.2 9.9 9.2 8.7 8.4 7.2 8.8 8.1 
大分県 2,562 5.6 6.6 7.6 8.4 8.1 8.2 7.5 6.7 7.7 7.4 
宮崎県 2,721 4.7 6.3 7.9 8.3 7.6 7.5 6.6 6.2 6.6 6.9 
鹿児島県 2,644 7.3 9.0 11.4 12.1 10.1 9.9 9.2 8.5 9.6 9.6 
沖縄県 2,999 6.0 6.5 8.2 8.3 8.3 7.2 6.7 6.0 7.2 7.1 

（注）１　指数は、「食料」である。
　　　　 ２　「2024年10月～2025年６月平均」の上昇率は、「同期の指数の単純平均」の「前年同期の指数の単純平均」に対する上昇率。

　　消費者物価指数の対前年上昇率の推移（食料・都道府県別）

資料出所　総務省「消費者物価指数」

ウエイト
（１万分比）

2024年 2025年 2024年10月～
2025年６月
平均
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（単位︓％）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
 全  国 8,420 2.6 3.4 4.2 4.7 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 3.9 

北海道 8,748 2.6 3.0 3.8 4.3 3.9 4.2 4.3 4.1 3.6 3.7 
青森県 8,467 1.9 2.6 3.6 4.9 4.5 4.3 4.1 4.1 3.5 3.7 
岩手県 8,856 2.6 3.3 3.9 4.3 3.9 4.1 3.8 3.7 3.7 3.7 
宮城県 8,856 2.4 3.5 4.3 5.0 4.4 4.4 4.3 4.1 3.9 4.0 
秋田県 8,581 2.0 3.2 4.1 4.8 4.5 3.8 3.4 3.3 2.9 3.6 
山形県 8,615 3.0 3.9 4.6 5.2 4.5 4.3 4.0 3.7 3.5 4.1 
福島県 8,626 1.9 2.7 3.8 4.2 4.0 4.1 3.6 3.7 3.1 3.5 
茨城県 8,590 2.4 3.8 3.9 4.8 4.9 4.5 4.1 4.3 4.1 4.1 
栃木県 8,504 2.3 3.2 4.4 4.7 4.2 4.1 4.0 3.3 2.9 3.7 
群馬県 8,354 2.0 2.4 3.3 4.3 4.3 4.2 3.7 3.4 3.3 3.4 
埼玉県 7,958 2.4 3.1 4.0 4.4 3.9 3.9 3.6 3.6 3.2 3.6 
千葉県 8,283 2.3 2.9 3.7 4.2 3.9 3.8 3.4 3.5 3.6 3.5 
東京都 8,000 2.1 3.0 3.7 4.0 3.3 3.4 4.0 3.9 3.5 3.5 
神奈川県 7,915 2.9 3.8 4.7 4.7 4.1 4.1 3.7 3.9 3.8 4.0 
新潟県 8,412 2.5 3.1 4.3 5.0 4.9 4.6 4.5 4.3 3.8 4.1 
富山県 8,827 2.1 2.8 3.5 4.3 4.0 4.3 3.9 3.9 3.6 3.6 
石川県 8,581 2.6 3.4 4.3 4.4 4.6 4.6 4.4 3.9 3.8 4.0 
福井県 8,134 2.6 3.3 4.4 5.5 4.7 4.9 4.3 3.7 3.7 4.1 
山梨県 8,787 2.6 3.1 3.9 5.0 4.2 4.4 4.0 4.0 3.2 3.8 
長野県 8,653 3.0 3.7 4.2 4.8 4.0 4.2 3.9 3.5 3.2 3.8 
岐阜県 8,315 3.6 4.1 5.0 5.6 5.0 4.8 4.3 4.8 4.3 4.6 
静岡県 8,579 2.7 3.7 4.6 5.0 4.5 4.2 3.7 3.7 4.0 4.0 
愛知県 8,660 2.9 3.6 4.8 5.1 4.5 4.3 3.9 4.2 3.9 4.1 
三重県 8,471 2.8 3.8 4.6 4.2 4.3 4.2 3.6 3.5 3.1 3.8 
滋賀県 8,738 2.1 3.2 3.8 4.1 3.7 3.5 3.3 3.4 2.9 3.4 
京都府 8,365 2.8 3.5 4.4 5.1 4.6 4.4 4.3 4.0 4.3 4.1 
大阪府 8,459 3.3 4.0 5.0 4.8 4.2 4.4 4.5 4.2 4.1 4.3 
兵庫県 8,543 2.7 3.5 4.3 4.8 4.4 4.0 4.0 4.3 3.9 4.0 
奈良県 8,561 3.2 4.0 4.7 5.2 4.6 4.4 3.6 3.3 3.5 4.0 
和歌山県 8,292 2.6 3.0 3.5 4.1 4.2 4.5 4.5 4.2 3.8 3.8 
鳥取県 8,689 2.6 3.4 3.7 4.0 4.2 4.0 3.8 3.5 3.4 3.6 
島根県 8,743 2.8 3.0 3.3 4.5 4.3 4.0 3.6 3.1 2.0 3.4 
岡山県 8,750 2.8 3.3 3.9 4.7 4.3 4.4 4.3 4.0 3.7 4.0 
広島県 8,638 2.4 3.4 4.4 4.5 4.3 4.5 4.7 4.2 3.6 4.0 
山口県 8,856 3.0 3.3 4.0 4.8 4.2 4.7 3.9 3.7 3.2 3.8 
徳島県 8,628 2.6 3.6 4.0 4.5 4.1 3.9 3.6 3.6 3.4 3.7 
香川県 8,619 2.4 3.3 3.9 4.4 4.1 3.8 4.0 3.0 3.0 3.5 
愛媛県 8,423 2.3 3.0 3.8 4.1 4.0 4.3 3.6 3.4 3.0 3.5 
高知県 8,726 2.7 3.6 4.0 5.1 4.3 4.6 4.4 4.2 4.1 4.1 
福岡県 9,071 2.9 3.9 4.3 4.8 4.3 4.3 4.0 4.3 4.0 4.1 
佐賀県 8,763 2.7 3.3 4.3 4.7 4.6 4.7 4.8 5.0 4.9 4.3 
長崎県 8,540 3.0 3.6 4.8 5.4 4.6 4.6 4.6 4.4 4.1 4.3 
熊本県 9,021 3.3 3.7 4.4 5.1 4.6 4.6 3.9 3.7 3.8 4.1 
大分県 8,544 3.3 3.7 4.2 4.6 4.1 4.1 4.0 3.8 3.8 4.0 
宮崎県 8,948 3.1 4.0 4.8 5.2 5.0 4.7 4.4 4.3 4.1 4.4 
鹿児島県 8,540 3.8 4.7 5.7 6.2 5.1 4.9 4.7 4.4 4.6 4.9 
沖縄県 8,585 3.8 4.0 5.1 5.6 5.1 5.0 4.4 4.0 4.4 4.6 

（注）１　指数は、「持家の帰属家賃を除く総合」である。
　　　　 ２　「2024年10月～2025年６月平均」の上昇率は、「同期の指数の単純平均」の「前年同期の指数の単純平均」に対する上昇率。

資料出所　総務省「消費者物価指数」

ウェイト
（１万分比）

2024年 2025年 2024年10月～
2025年６月
平均

　　消費者物価指数の対前年上昇率の推移（持家の帰属家賃を除く総合・都道府県別）

-2-



 

愛知県最低賃金と生活保護費との比較について 

 

平成 20 年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20 年度地域別最低賃金額改定

の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、令和５

年 10 月 1 日発効の愛知県最低賃金（時間額 1,027 円）は令和５年度の愛知県の生活

保護費を下回っていなかった。 

 

１ 最低賃金 

（１）件名  愛知県最低賃金 

（２）最低賃金額 時間額 1,027 円 

（３）発効日  令和 5 年 10 月 1 日 

 

２ 生活保護費 

（１）比較対象者 18 歳～19 歳・単身世帯 

（２）対象年度 令和 5 年度 

（３）生活保護費（令和 5 年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の愛知県内人口加重平均

に住宅扶助の実績値を加えた金額（104,379 円） 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（2）に掲げる金額の 1 か月換算額（注）と上記２の（3）に掲げる金額と

を比較すると愛知県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

 

（注）1 か月換算額 

1,027 円（愛知県最低賃金）×173.8（1 か月平均法定労働時間数）×0.807

（令和 5 年度可処分所得の総所得に対する割合）＝144,044 円 
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

8月1日（金） 8月18日（月） 8月19日（火） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月2日（土） 8月18日（月） 8月19日（火） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月3日（日） 8月18日（月） 8月19日（火） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月4日（月） 8月19日（火） 8月20日（水） 8月29日（金） 9月28日（日）

8月5日（火） 8月20日（水） 8月21日（木） 9月1日（月） 10月1日（水）

8月6日（水） 8月21日（木） 8月22日（金） 9月2日（火） 10月2日（木）

8月7日（木） 8月22日（金） 8月25日（月） 9月3日（水） 10月3日（金）

8月8日（金） 8月25日（月） 8月26日（火） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月9日（土） 8月25日（月） 8月26日（火） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月10日（日） 8月25日（月） 8月26日（火） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月11日（月） 8月26日（火） 8月27日（水） 9月5日（金） 10月5日（日）

8月12日（火） 8月27日（水） 8月28日（木） 9月8日（月） 10月8日（水）

8月13日（水） 8月28日（木） 8月29日（金） 9月9日（火） 10月9日（木）

8月14日（木） 8月29日（金） 9月1日（月） 9月10日（水） 10月10日（金）

8月15日（金） 9月1日（月） 9月2日（火） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月16日（土） 9月1日（月） 9月2日（火） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月17日（日） 9月1日（月） 9月2日（火） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月18日（月） 9月2日（火） 9月3日（水） 9月12日（金） 10月12日（日）

8月19日（火） 9月3日（水） 9月4日（木） 9月16日（火） 10月16日（木）

8月20日（水） 9月4日（木） 9月5日（金） 9月17日（水） 10月17日（金）

8月21日（木） 9月5日（金） 9月8日（月） 9月18日（木） 10月18日（土）

8月22日（金） 9月8日（月） 9月9日（火） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月23日（土） 9月8日（月） 9月9日（火） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月24日（日） 9月8日（月） 9月9日（火） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月25日（月） 9月9日（火） 9月10日（水） 9月22日（月） 10月22日（水）

8月26日（火） 9月10日（水） 9月11日（木） 9月24日（水） 10月24日（金）

8月27日（水） 9月11日（木） 9月12日（金） 9月25日（木） 10月25日（土）

8月28日（木） 9月12日（金） 9月16日（火） 9月26日（金） 10月26日（日）

8月29日（金） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月30日（土） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月31日（日） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月1日（月） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月2日（火） 9月17日（水） 9月18日（木） 9月30日（火） 10月30日（木）

9月3日（水） 9月18日（木） 9月19日（金） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月4日（木） 9月19日（金） 9月22日（月） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月5日（金） 9月22日（月） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月6日（土） 9月22日（月） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月7日（日） 9月22日（月） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月8日（月） 9月24日（水） 9月25日（木） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月9日（火） 9月24日（水） 9月25日（木） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月10日（水） 9月25日（木） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月11日（木） 9月26日（金） 9月29日（月） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月12日（金） 9月29日（月） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

9月13日（土） 9月29日（月） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月14日（日） 9月29日（月） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月1日（水） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月3日（金） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月6日（月） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月8日（水） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月10日（金） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月14日（火） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月16日（木） 10月27日（月） 11月26日（水）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月20日（月） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月3日（金） 10月20日（月） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月4日（土） 10月20日（月） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月5日（日） 10月20日（月） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月6日（月） 10月21日（火） 10月22日（水） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月7日（火） 10月22日（水） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月8日（水） 10月23日（木） 10月24日（金） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月9日（木） 10月24日（金） 10月27日（月） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月10日（金） 10月27日（月） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月11日（土） 10月27日（月） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月12日（日） 10月27日（月） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）
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